
富士川町森林環境譲与税

活用検討委員会

～ 委員委嘱式及び第１回検討委員会 ～

日時 令和５年１１月１日（水）

場所 富士川町役場 １階会議室
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富士川町森林環境譲与税活用検討委員委嘱式

及び第１回検討委員会 次第

日時 令和５年１１月１日（水）午前１０時～

場所 富士川町役場 １階会議室

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ 町長あいさつ

４ 自己紹介

５ 役員選出

６ 委員会の所掌事項と今後の進め方について

７ 協議事項

（１） 森林環境譲与税について

（２） 富士川町森林整備計画及び森林環境譲与税使途の公表について

（３） 町有林整備事業について

（４） 新中学校校舎建設事業について

（５） その他

８ その他

９ 閉 会
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富士川町森林環境譲与税活用検討委員 順不同・敬称略

任期：令和５年１１月１日～令和７年１０月３１日（２年間）

（事務局）

区分 氏名 備考

林業事業体代表 望 月 隆 峡南森林組合　参事

深 沢 勝 也 恩賜林保護団体　代表

望 月 留 幸 恩賜林保護団体　代表

大 森 き よ 子 教育職経験者

増 原 俊 郎 行政職経験者

小 林 昭 子 主任児童委員　代表

豊 田 麻 美 㳁米区在住

依 田 政 利 中部区在住

長 池 卓 男 県森林総合研究所　研究管理幹

雨 宮 龍 太 県峡南林務環境事務所　林業普及指導員

武 居 正 道 県峡南林務環境事務所　林業指導担当

長 田 博 幸 防災交通課長

大 久 保 公 生 子育て支援課長

山 形 謙 一 郎 土木整備課長

小 林 恵 教育総務課長

学識経験者

公募委員

関係機関職員

町職員（※任命）

氏名

課 長 望 月 奈 緒 美

農 林 振 興 担 当 松 住 み ゆ き

農 林 振 興 担 当 石 原 大 士

地域林政アドバイザー 中 嶋 則 夫

所属　・　役職

産業振興課
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富士川町森林環境譲与税活用検討委員会の所掌事項

及び今後の進め方について

１ 設置の目的

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から市

町村への森林環境譲与税の譲与が始まりました。

町では、これまで、「富士川町森林整備計画」に基づき、森林整備等の費用に森林

環境譲与税を充ててきました。

令和６年度からは、森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まりま

すので、税の趣旨への理解の促進を図るとともに、広く町民の皆様の意見を聴取し

計画的かつ効果的な税の活用に資することを目的に本委員会を設置します。

２ 組織

委員は、１５人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命

します。

（１）町内林業事業体の代表者

（２）学識経験者

（３）公募委員

（４）関係行政機関の職員

（５）町職員

（６）その他町長が適当であると認める者

３ 所掌事項

委員会は、森林環境譲与税の活用に関することについて検討し、その検討結果を

町長に報告します。

４ 任期

令和５年１１月１日（水）～令和７年１０月３１日（金）

５ 公募委員の募集

募集期間 ： 令和５年９月２５日（月）～令和５年１０月１３日（金）

周知方法 ： 広報１０月号（９月２５日発行）に掲載、町ホームページに掲載

公募委員の選考 ： １０月１６日（月）、庁内選考会議を行い、公募委員を決定
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６ 今後のスケジュール

１１月１日（水） 委員委嘱式及び第１回検討委員会

（内容）

・森林環境譲与税について

・富士川町森林整備計画及び森林環境譲与税使途の

公表について

・森林環境譲与税使途の公表について

・新中学校校舎建設事業について

１１月～１２月 活用方針（案）の庁内検討

１月中旬 第２回検討委員会

（内容）

・活用方針（案）の提示 ※活用方針（案）は町が作成します。

・活用方針（案）に対する意見聴取

１月下旬 活用方針（案）に対する委員会の意見を町長に報告

２月中旬 活用方針決定
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富士川町森林環境譲与税活用検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 森林環境譲与税の活用に関することについて検討するため、富

士川町森林環境譲与税活用検討委員会(以下「委員会」という。)を

設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、森林環境譲与税の活用に関することについて検討す

るものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町内林業事業体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 公募委員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 町職員

(6) その他町長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員

長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができ

ない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、

説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果

を町長に報告するものとする。
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(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事

項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規

定にかかわらず、町長が招集する。


